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3000㎡超の大規模建築物の
全体の木造化の促進

低層部分の木造化の促進
（防火規制上、別棟扱い）

延焼を遮断する壁等を設ければ、
防火上別棟として扱い

低層部分※の木造化を可能に

防火上他と区画された範囲の
木造化を可能に

大規模建築物における
部分的な木造化の促進

高い耐火性能の壁・床
で区画された住戸等

（現行）壁、柱、床などの全ての部位に例外なく一律の耐火性能※を要求
※建築物の階数や床面積等に応じて要求性能を規定

メゾネット住戸内の部分
（中間床や壁・柱等）を木造化

【区画内での木造化】 木造化を可能に

低層部分

高層部分

延焼を遮断する壁等

※３階建ての事務所部分等

防
火
規
制

（現行）高さ13m以下かつ軒高9m以下は、二級建築士でも設計できる簡易な構造
計算（許容応力度計算）で建築可能

軒高
9ｍ以下

高さ
13ｍ以下

かつ
高さ
16ｍ以下

（現行） （改正）

建築基準法

簡易な構造計算の対象を高さ１６ｍ以下に拡大 ※建築士法も改正

構
造
規
制

そ
の
他

〇建築基準法に基づくチェック対象の見直し

〇既存建築物の改修・転用を円滑化するため、既存不適格規制・採光規制を合理化

木造建築物に係る構造規定等の審査・検査対象を、現行の非木造建築物と揃える（省エネ基準を含め適合性をチェック）
⇒２階建ての木造住宅等を安心して取得できる環境を整備

建築物省エネ法

簡易な構造計算で建築可能な３階建て木造建築物の範囲を拡大

【その他】 階数に応じて要求される耐火性能基準の合理化［政令・告示改正］
（例）90分耐火性能等で対応可能な範囲を新たに規定 （現行は60分刻み（１時間、２時間 等））

【その他】 伝統構法を用いた小規模木造建築物等の構造計算の適合性を審査する手続きを合理化

建築基準法

建築基準法 建築士法

等

（現行）耐火構造とする か
3000㎡毎に耐火構造体（壁等）
で区画する必要あり

（木材を不燃材料で覆う必要）

新たな木造化方法の導入

木材

石こうボード

防火区画の強化
燃えしろ設計法

（大断面材の使用）

燃焼後の太い柱燃えしろ厚さの確保

＋

2025年4月～（予定）

2025年4月～（予定）

2025年4月～（予定）

2023年4月施行

2024年4月施行 2024年4月施行 2024年4月施行

2023年4月施行

木材利用の促進のための建築基準の合理化等
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①主要構造部に木材を一定以上使用すること
②一定規模以上であること

※建築基準法上、耐火構造又は準耐火構造が求められるものに限る
共同住宅・事務所 ：階数４以上
非住宅(事務所除く) ：階数３以上 又は 延べ面積3,000㎡超

③不特定の者 又は特定多数の者の利用に供する用途
④木造建築物の普及啓発に関する取組がなされること
⑤ZEH・ZEB水準に適合すること
⑥再造林 又は再利用等に資する取組がなされること
等

【補助対象のイメージ】

ｶｰﾎﾞﾝﾆｭｰﾄﾗﾙの実現に向け、炭素貯蔵効果が期待できる中大規模木造建築物の普及に資するﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄや
先導的な設計・施工技術が導入されるﾌﾟﾛｼﾞｪｸﾄに対して支援を行う。

Ⅰ.普及枠

補助要件

補助率・補助上限額

○補助率
【調査設計費】 木造化に関する費用の１/２以内
【建設工事費】 木造化による掛増し費用の１/３以内

又は 建設工事費の７％以内
○補助上限額 ２億円

Ⅱ.先導枠

①防火・構造等に関して先導性を有すること
※有識者委員会により先導性を評価

②普及枠の補助要件を満たすこと

補助要件

補助率・補助上限額

○補助率
【調査設計費】 木造化に関する費用の１/２以内
【建設工事費】 木造化による掛増し費用の１/２以内

又は 建設工事費の１０％以内
○補助上限額 ３億円

11階建て純木造5階建て共同住宅

優良木造建築物等整備推進事業 令和６年度当初予算：
住宅・建築物カーボンニュートラル総合推進事業（447.10億円）の内数
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・木造建築物の拡大を図るには、企業会計実務や資金調達(融資・リート等の投資)等の場面で、いわゆる償却
期間が、木造建築物の実態に応じて適切に評価されることが重要。

・しかし、償却期間の設定にあたり、具体的な期間を規定した指標が税制上の法定耐用年数※しかないた
め、慣行的にこれが実務に用いられ、各種の課題が生じている。※住宅の例：木造22年、RC造47年

・例えば、金融機関における融資の観点では、木造建築物の建築費に対する融資判断において、現状は償却期
間が短いものとして取扱いがされ、融資期間が短く設定されたり融資実行がされにくい事案が発生している。

・木造建築物が一定の耐久性を有するための必要な対策として、次の①～③に応じて、具体の評価基準を規定。

①構造躯体の内部への雨水の浸入の防止
②雨水の浸入があった場合の速やかな排出
③雨水が浸入し滞留した場合の構造躯体の防腐処理等

・評価基準に適合するものは、通常想定される自然条件及び維持管理条件の下において、物理的な耐用年数
が50年以上となるための必要な対策が講じられているものとして評価。

評
価
の
考
え
方

・評価対象は、新築の木造（混構造含む）の非住宅建築物とする。

・登録住宅性能評価機関が、建築主等からの依頼を受け本ガイドラインに基づき評価を行う。
対
象

・木造建築物の耐久性に係る第三者評価のスキームを整備し、これを金融・投資・会計分野と共有する
ことで慣行的状況の変化を促す。具体的には、建築主が金融機関等に相談するにあたり、第三者評価によ
る評価書を提供することで、各分野において償却期間の判断材料として活用されることを想定。

・木造建築物の耐久性に係る評価基準や評価スキームを定めたガイドラインを作成・周知し、各分
野と連携しながら木造建築物の普及を図る。

背
景

目
的

木造建築物の耐久性に係る評価のためのガイドライン（案）【概要】
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■国産木材を多く活用する住宅について、そ
の旨を分かりやすく表示する仕組みを構築。

■消費者の選択を促し国産木材活用の一層の
促進を図る。

■本ラベルは、住宅そのものへの表示に加え、
消費者の目に留まるよう各社の住宅カタロ
グやWEBページに表示されることを想定。

ー主な表示項目ー

①キャッチフレーズ
国産木材・地域産木材を多く活用している住宅であ
る旨を表示(一定以上使用している場合に限る)。

②国産木材活用レベル
国産材使用量に応じて３段階で表示。
★☆☆：国産木材使用割合が３割以上５割未満相当
★★☆： 〃 ５割以上７割未満相当
★★★： 〃 ７割以上相当

③スギの使用量
分かりやすいよう本数換算して表示。

※その他、住宅の炭素貯蔵量等を表示可能

国産木材活用住宅ラベル 表示の一例

①

②
③

国産木材活用住宅ラベル協議会より(左) 国産木材活用住宅ラベルHP(右)

国産木材活用住宅ラベル
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ライフサイクルカーボンの算定手法の構築
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